
保険募集代理店におけるお客さま志向の業務運営

に資する手数料体系の考え方

２０２０年１１月



（１）手数料体系の見直しに係る基本的な考え方

～２０１９年３月 ２０１９年４月～

販
売
手
数
料

ご契約内容や委託先代理店による役務・
サービス等を「基本手数料」で評価

最適な商品・サービスの提供が行なわれるための
経営管理態勢や保険募集管理態勢の状況等を

「業務品質係数」で評価

当社の特定商品の販売量に偏重した
上乗せ報酬等の支払いなし

（変更なし）

「基本手数料」の評価（判定基準）を厳格化一部見直し

継続

追加（新設）
最適な商品・サービスの提供が

行なわれるための態勢の構築状況の
評価なし（教育・指導のみ）

＜見直しイメージ＞
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■ 当社は従来から、保険募集代理店への委託にあたり、「当社委託先として最適な商品・サービスを提供できる代理店」であるか、
すなわち、お客さまのご意向に沿った商品の提案を行なえる適切な保険募集管理態勢が構築されているかを確認するとともに、
当該態勢が維持・高度化されるよう、適切な教育・指導を行なっています。

■ ２０１９年4月、委託先代理店における最適な商品・サービスの提供が行なわれる管理態勢の更なる高度化をめざし、従来の考
え方に加えて、委託先代理店におけるお客さま志向の業務運営に資する手数料体系への見直しを実施いたしました。

■ 具体的には、委託先代理店による役務・サービス等を評価する「基本手数料」に、最適な商品・サービスの提供が行なわれるた
めの経営管理態勢や保険募集管理態勢の状況等を評価する「新たな評価テーブル（業務品質係数）」を追加いたしました。

■ この見直しにより、当社商品の販売量だけでなく、最適な商品・サービスの提供に資する「業務品質」の評価ウェイトを高める
とともに、実効性の向上に資する当社態勢の強化などにも取り組んでおります。



（２）見直し後の手数料体系の全体像

■ 販売手数料は、「基本手数料」に「業務品質係数」を乗じて算出されます。

「基本手数料」 ：年換算保険料に対して、ご契約内容や委託先代理店の販売状況・継続状況を勘案して算出

「業務品質係数」：組織的な取組姿勢（結果）を評価する「経営管理態勢」３項目と、募集人個人の対応力・スキル（結果）を
評価する「保険募集管理態勢」３項目の達成項目数を勘案して算出

■ したがって、「業務品質係数（計６項目の達成項目数）」によっては、販売手数料が３割増し～５割減となります。

■ なお、上記の販売手数料のほかに、当社の特定商品の販売量に偏重した上乗せ報酬等のお支払いはありません。

販売手数料

項目 項目数
達成項目数と
係数（※）

経営管理態勢 ３項目
６項目：1.30

～
０項目：0.50

保険募集管理態勢 ３項目

（※）不祥事件届出があった場合は、達成項目数に
かかわらず、業務品質係数を削減

＜体系イメージ＞

業務品質係数

次の要素を勘案して算出

◆ご契約内容に関する要素
・保険商品の種類
・保険期間等のご契約内容
・手数料の支払方（コース） 等

◆委託先代理店に関する要素
・当社商品の販売状況
・当社商品の継続状況

基本手数料
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（３）業務品質の評価項目
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■ 業務品質評価は、組織的な取組姿勢（結果）を評価する「経営管理態勢」３項目と、募集人個人の対応力・スキル（結果）を
評価する「保険募集管理態勢」３項目で構成されます。

項目 分類 評価項目（詳細は次頁以降参照） 考え方

経営
管理態勢

顧客本位 ①ＦＤ方針の公表有無 お客さま志向の業務運営の実現に向けた取組姿勢を評価

体制整備 ②内部監査／内部管理自己点検実施回数

コンプライアンス・内部管理に関する品質および取組姿勢（結果）を評価

その他 ③共通自己点検結果

保険募集
管理態勢

募集品質

④生保専門課程試験合格者／専門資格
保有者占率

募集局面のお客さま対応力・販売スキルを評価

⑤意向把握プロセスの適切性検証回数

⑥苦情件数

お客さま満足度を評価

＜業務品質の評価項目＞ ※下線部分は2020年11月改正箇所（考え方は変更なし）



① ＦＤ方針の公表有無

■ お客さま志向の業務運営の実現に向けた取組姿勢を評価するため、委託先代理店が、金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に
関する原則」を採択し、取組方針を公表しているか否かをもって達否を判定いたします。

判定方法・基準
・当社が、「代理店ＨＰでの公表有無」 または 「金融庁ＨＰ（金融事業者のリスト）への掲載有無」を確認
・いずれかが「有」の場合に、達成と判定

判定時期・期間 ・判定月前月末時点（例：2021年9月判定は、2021年8月末時点）

＜判定方法等＞

公表・掲載「有」 達成

公表・掲載「無」 未達
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② 内部監査／内部管理自己点検実施回数

■ コンプライアンス・内部管理に関する品質および取組姿勢を評価するため、委託先代理店が内部監査を年2回以上実施している
か、または、内部管理自己点検を年12回以上実施しているか否かをもって達否を判定いたします。

判定方法・基準

・当社に提出いただく、生命保険協会の「募集代理店共通自己点検表（一般代理店）」において、「内部監査」 または 「内部管理
自己点検」の実施（予定）回数を確認

・内部監査は「年2回以上」、内部管理自己点検は「年12回以上」実施している場合に、達成と判定

判定時期・期間
・判定月前月末提出分（例：2021年9月判定は、2021年8月末提出分）
※報告内容の正当性（提出後の実施分（実施予定分））については、営業担当による実査・点検等を通じて確認

＜判定方法等＞

実施回数「年2回以上」 達成

実施回数「年2回未満」 未達

実施回数「年12回以上」 達成

実施回数「年12回未満」 未達
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募集代理店共通自己点検表（一般代理店）

２０２０年度実施（予定）がある場合
（実施（予定）の項目について、実施（予定）頻度［年間の回数］等を記入［複数回答可］）

代理店独自の監査・点検等の方法
実施（予定）頻度
［年間の回数］区分

代理店内に監査・
管理部署を設置し
ている場合、回答

①代理店の内部監査部署やコンプライアンス管理部署等
の監査・管理部署が、保険募集活動を行う本店・営業
店等に対して実施する監査・点検等

年 回

代理店内に監査・
管理部署の設置が
ない場合、回答

②上記①の監査・管理部署の設置がない場合で、代理店
主・業務管理責任者等の代理店全体を管理する立場
にある者が、保険募集活動を行う本店・営業店等に対
して実施する点検等（※）
※代理店主以外に使用人等がいない代理店で、代理
店主自身が行っている代理店業務について、代理店
主自らが実施する点検等を含む。

年 回

監査・管理部署の
設置有無を問わず、
回答

③上記①の監査・管理部署の設置有無を問わず、保険募
集活動を行う本店・営業店等の各店長・担当者等が、
自ら管理する組織に対して実施する点検等（※）
※上記①、②の監査・点検等は含まない。

年 回



③ 共通自己点検結果

■ コンプライアンス・内部管理に関する品質および取組結果を評価するため、委託先代理店における自己点検結果が良好であるか
否かをもって達否を判定いたします。

判定方法・基準

・当社に提出いただく、生命保険協会の「募集代理店共通自己点検表（一般代理店）※」において、点検項目すべての「評価・回
答」を確認
※別シート使用の場合であっても、当該自己点検表記載の点検項目がすべて記載されていれば、代替可

・評価・回答がすべて「はい」もしくは「対象外」、（実施状況等が）「完了」等の場合に、達成と判定

判定時期・期間
・判定月前月末提出分（例：2021年9月判定は、2021年8月末提出分）
※報告内容の正当性（提出後の実施分（実施予定分）等）については、営業担当による実査・点検等を通じて確認

＜判定方法等＞

すべて「はい」等 達成

「いいえ」あり 未達
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募集代理店共通自己点検表（一般代理店）

項番・項目名 点検項目 評価・回答

募集人登録

▶保険募集に従事している者は全員募集人登録(変額保険等を募
集する場合は各所属保険会社への変額保険販売資格者登録)
を行っている。 □はい

□いいえ

使用人等
の要件

▶募集人は、全員使用人等の要件を満たしており、監査役・監査委
員等にも該当しない。 □はい

□いいえ

□対象外

ＸＸＸＸ ▶ＸＸＸＸ

判断
基準

はい ■保険募集に従事している者全員の登録もれがない場合

いいえ ■一部でも登録もれがある場合

判断
基準

はい ■保険募集人全員が使用人等の要件を満たしている場合

いいえ ■一部でも使用人等の要件を満たしていない場合

対象外
■対象となる使用人がおらず、かつ、法人代理店にあっては対
象となる役員（代表権のない取締役等）もいない場合



判定方法・基準

・当社に提出いただく、当社独自の「自己点検表シート」において、「委託先代理店に所属する生命保険募集人のうち、保険募集に従
事している者」、「生保専門課程試験合格者数」、「専門資格保有者数※」を確認
※FP技能検定1~3級、AFP、CFP、税理士、公認会計士、社会保険労務士、中小企業診断士のいずれか

・生保専門課程試験合格者占率が「80％以上」 または 専門資格保有者占率が「30％以上」の場合に、達成と判定

判定時期・期間
・判定月前月末提出分（例：2021年9月判定は、2021年8月末提出分）
※報告内容の正当性については、営業担当による実査・点検等を通じて確認

＜判定方法等＞ ※下線部分は2020年11月改正箇所

占率「80％以上」 達成

占率「80％未満」 未達

占率「30％以上」 達成
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自己点検シート

項番・項目名 点検項目 評価・回答

生保専門
課程試験
合格者占率

▶保険募集に従事している者のうち、「生保専門課程試験合格者
占率」が募集人全体のうち一定以上の占率で在籍している。

合格者人数

□人

募集人数

□人

合格者占率

□％

専門資格
保有者占率

▶保険募集に従事している者のうち、「専門資格保有者」(※)が募
集人全体のうち一定以上の占率で在籍している。
※FP技能検定１～３級、AFP、CFP、税理士、公認会計士、
社会保険労務士、中小企業診断士のいずれか

保有者人数

□人

募集人数

□人

保有者占率

□％

算出
方法

分母人数のうち、生保専門課程試験合格の募集人数

代理店さまに所属する生命保険募集人数のうち
保険募集に従事している者

×１００

算出
方法

分母人数のうち、専門資格保有の募集人数

代理店さまに所属する生命保険募集人数のうち
保険募集に従事している者

×１００
占率「30％未満」 未達

④ 生保専門課程試験合格者／専門資格保有者占率

■ 募集局面のお客さま対応力・販売スキルを評価するため、委託先代理店における生保専門課程試験合格者占率が80％以上か、
または、専門資格保有者占率が30％以上か否かをもって達否を判定いたします。



⑤ 意向把握プロセスの適切性検証回数

■ 募集局面のお客さま対応力・販売スキルを評価するため、委託先代理店における意向把握プロセスの適切性検証回数が年12回以
上か否かをもって達否を判定いたします。

判定方法・基準
・当社に提出いただく、当社独自の「自己点検表シート」において、「意向把握プロセスの適切性検証」の実施（予定）回数を確認

・「年12回以上」の場合に、達成と判定

判定時期・期間
・判定月前月末提出分（例：2021年9月判定は、2021年8月末提出分）
※報告内容の正当性（提出後の実施分（実施予定分））については、営業担当による実査・点検等を通じて確認

＜判定方法等＞
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自己点検シート

項番・項目名 点検項目
実施（予定）頻度
［年間の回数］

意向把握
プロセスの
適切性検証

回数

▶代理店の内部管理部署やコンプライアンス管理部署等の設置
がある場合は監査・管理部署等が、ない場合は代理店主・業
務管理責任者等の代理店全体を管理する立場にある者が、
意向把握プロセスの適切性を検証する回数 年 回

実施回数「年12回以上」 達成

実施回数「年12回未満」 未達



＜判定方法等＞ ※下線部分は2020年11月改正箇所

判定方法・基準

・当社が把握した委託先代理店を起因とする苦情件数で判定※
※当社コールセンター受付苦情に加え、消費生活センター・国民生活センター・生命保険協会・金融庁等経由の苦情を含む

・なお、苦情件数は、起票案件すべてではなく、当社内で代理店起因か否かを個別判定

・当社商品の保有契約件数が3,000件以上の委託先代理店は「保有契約件数×0.5％以下または22.5件以下」、同500件
以上3,000件未満は「保有契約件数×0.75％以下または5件以下」、同500件未満は「保有契約件数×1.0％以下また
は3件以下」の場合に、達成と判定

判定時期・期間
・保有契約件数は判定月末時点（例：2021年9月判定は、2021年9月末時点）

・苦情件数は判定月から過去1年間の受付（例：2021年9月判定は、2020年10月~2021年9月の受付）

苦情件数
「保有契約件数×0.5％以下

または22.5件以下」
達成
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＜ 当社商品の保有契約件数3,000件以上 ＞

＜ 当社商品の保有契約件数500件以上3,000件未満 ＞

■ 募集局面のお客さま対応力・販売スキルやお客さま満足度を評価するため、当社が把握した委託先代理店を起因とする苦情件数
が、当社商品の保有契約件数に応じて所定の範囲内であるか否かをもって達否を判定いたします。

＜ 当社商品の保有契約件数500件未満 ＞

苦情件数
「保有契約件数×0.75％以下

または5件以下」
達成

苦情件数
「保有契約件数×1.0％以下

または3件以下」
達成

⑥ 苦情件数



（参考）不祥事件届出件数

■ 委託先代理店による不祥事件届出があった場合、業務品質評価の達成項目数にかかわらず、業務品質係数を削減いたします。

判定方法・基準

・委託先代理店が発生させた不祥事件について、保険業法第127条第1項第8号、保険業法施行規則第85条第1項第17号および
同規則第5項に基づく、当社による金融庁への届出状況を確認

・届出件数が「1件以上」の場合に、業務品質評価の達成項目数にかかわらず、業務品質係数を削減

判定時期・期間 ・判定月から過去1年間の届出（例：2021年9月判定は、2020年10月～2021年9月の届出）

＜判定方法等＞

届出件数「0件」
達成項目数
に応じて判定

届出件数「1件以上」

達成項目数に
かかわらず

削減

（業務品質係数）
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第●●ー●●●号
２０●●年●月●日

●●財務局長 殿
明治安田生命保険相互会社

社長 ●● ●●

不祥事件届出書

保険業法第１２７条第１項第８号及び保険業法施行規則第85条第1項第17号の規定に基
づき、下記のとおりお届けします。

保険会社名 明治安田生命保険相互会社 事故発生支社 等 ―

代理店名（店主名）
及び委託状況

事故者

氏名

職名

生年月日及び年齢

入社年月日

法令違反の該当規定

保険会社等が不祥事件の
発生を知った日

●●年●月●日 発生日 ●●年●月●日

事故金額 XXXXX うち実損見込み XXXXX

発生の端緒 XXXXXXXX

XXXX XXXXXXXX



（４）実効性を高めるための当社の取組み

■ 当社は、手数料体系の見直しの実効性を高めるため、次の取組みを実施しております。

取組み 概要

➊ 代理店からの報告内容の正当性検証スキームの導入

・業務品質係数の判定について、基礎データの正当性を確保する観点から、営業担当による
報告内容の確認・精査、サンプル調査等を実施

・あわせて、本社監査部門等による訪問点検・実査を、約４～５年サイクルで全代理店を
対象に実施

・虚偽報告が発覚した場合は、業務品質係数を０.５０と判定

➋ 「評価検討会」の新設・開催
・業務品質係数の判定について、判定結果の客観性を確保する観点から、委託先代理店
を所管する営業部門だけでなく、お客さま志向統括部、コンプライアンス統括部、リスク管理
統括部、内部監査部等で組成する評価検討会を新設・開催

➌ 「お客さまサービス推進諮問会議」への報告
・手数料体系の見直しを含む、当社の代理店教育・指導に係る取組内容・結果について、
取組状況の検証に社外の視点を取り込む観点から、社外委員や当社社長等で構成する
「お客さまサービス推進諮問会議」へ報告し、当社取組みに反映

➍ 「お客さまの声白書」での公表

・手数料体系の見直しを含む、当社の代理店教育・指導に係る取組内容・結果について、
「お客さま志向の業務運営方針－お客さま志向自主宣言－」の振り返りとして、例えば、当
社が求める代理店像に合致する代理店占率、評価項目ごとの達成代理店占率など、お客
さまの声白書において公表

➎ 委託先代理店との意見交換会の実施
・手数料体系の見直しを踏まえ、委託先代理店におけるお客さま志向の業務運営に資する
当社への要望等について、広く意見交換を実施し、当社取組みに反映

＜取組み＞
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実効性を高めるための取組み

本適用手数料体系見直し

2021年度～

（参考）手数料体系の見直し後の取組み・業務品質評価達成代理店数イメージ

2020年度

業
務
品
質
評
価
達
成

代
理
店
数
イ
メ
ー
ジ

当
社
の
取
組
み

2019年度2018年度

➊正当性検証スキーム

（従来）態勢の構築状況の確認、教育・指導

➋評価検討会 ➋評価検討会 ➋評価検討会 ➋評価検討会

判定･通知 判定･通知 判定･通知 判定･通知

➎意見交換会 ➎意見交換会

➌諮問会議

➍白書公表

➌諮問会議

➍白書公表

６項目達成

５項目達成

上記以外の代理店

・・・・
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